
第８章　市民経済計算

　（参考）

市町村民経済計算の生産と分配の相互関連図

市 町 村 内 総 生 産 固定資

(市場価格表示) 本減耗

　生産・輸入品に課される税、

　(控除)補助金

市 町 村 内 純 生 産

(市場価格表示)

市 町 村 内 純 生 産

(要素費用表示)

財産

所得

　　　　　は市町村民経済計算で表章した部分

　市町村内総生産＝市町村民所得－市町村外からの所得(純)＋生産輸入品に課される税(控除)補助金

　　　　　　　　　＋固定資本減耗

　市町村外からの所得(純)＝市町村外からの雇用者報酬(純)＋市町村外からの財産所得(純)

(要素費用表示)

　　市町村外からの所得(純)

市 町 村 民 純 生 産

市町村民所得(分配) 雇　用　者　報　酬 企業所得

市 町 村 内 産 出 額 市町村内総生産 中間投入額

市町村内純生産

(市場価格表示)

市町村内純生産



第８章　市民経済計算

 ８－１　経済活動別市内総生産　（平成30年～令和４年）

実　　　　　　額　　(百万円）

30 令和元年度 2 3 4

159,188 158,452 153,796 145,028 144,918

農 業 4,649 4,684 4,724 3,666 3,655

林 業 2,062 1,975 2,292 2,184 2,228

水 産 業 30 30 31 58 53

鉱 業 2,124 2,164 2,278 914 682

製 造 業 16,868 17,562 16,340 16,333 16,649

電気・ガス・水道・廃棄物処理業 3,615 3,794 4,078 4,304 3,902

建 設 業 14,592 13,808 15,131 14,572 12,012

卸 売 ・ 小 売 業 17,185 17,149 16,159 16,508 17,240

運 輸 ・ 郵 便 業 3,671 3,773 2,694 3,187 3,404

宿 泊 ・ 飲 食 サ ー ビ ス 業 5,298 4,844 2,667 3,232 5,738

情 報 通 信 業 6,137 6,091 6,185 5,567 5,428

金 融 ・ 保 険 業 5,337 5,338 4,857 4,427 4,638

不 動 産 業 22,622 22,368 22,254 21,677 21,229
専門・科学技術、業務支援サービス業 6,443 6,449 6,471 4,558 4,309

公 務 9,406 8,747 9,063 9,060 9,020

教 育 8,704 8,750 8,569 8,718 8,748

保 健 衛 生 ・ 社 会 事 業 19,969 20,369 20,463 17,041 16,558

そ の 他 の サ ー ビ ス 9,699 9,883 9,052 8,203 7,966

2,800 2,749 2,725 2,983 3,811

2,023 2,075 2,237 2,164 2,352

(再　掲)

第１～３次産業別の集計

第 １ 次 産 業 1) 6,741 6,689 7,047 5,908 5,936

第 ２ 次 産 業 2) 33,584 33,534 33,749 31,819 29,343

第 ３ 次 産 業 3) 118,086 117,555 112,512 106,482 108,180

27,127 26,704 26,236 25,864 25,643
4) 5,868 5,934 5,862 5,607 5,651

1)　農業、林業、水産業

2)　鉱業、製造業、建設業

3)　上記以外の経済活動

4） 市総務部総務課で算出　

5） 平成23年度まで遡及して基準改定しているため、昨年度版までの統計でみる十日町市と数字が合わない。

資料：新潟県統計課「令和４年度市町村民経済計算（平成23年度～令和４年度)」

項　　　　　　目

市 内 総 生 産

輸 入 品 に 課 さ れ る 税

(控除 )総資本形成に係る消費税

就 業 者 数 ( 内 概 念 )( 人 )

就 業 者 １ 人 当 た り 総 生 産 ( 千 円 )



第８章　市民経済計算

　８－１　経済活動別市内総生産　（平成30年～令和４年）　（つづき）

構　　　　成　　　　比　(％) 対　前　年　度　増　加　率　(％)

30 令和元年度 2 3 4 令和元年度 2 3 4

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 △ 0.46 △ 2.94 △ 5.70 △ 0.08

     

2.92 2.96 3.07 2.53 2.52 0.75 0.85 △ 22.40 △ 0.30

1.30 1.25 1.49 1.51 1.54 △ 4.22 16.05 △ 4.71 2.01

0.02 0.02 0.02 0.04 0.04 0.00 3.33 87.10 △ 8.62

1.33 1.37 1.48 0.63 0.47 1.88 5.27 △ 59.88 △ 25.38

10.60 11.08 10.62 11.26 11.49 4.11 △ 6.96 △ 0.04 1.93

2.27 2.39 2.65 2.97 2.69 4.95 7.49 5.54 △ 9.34

9.17 8.71 9.84 10.05 8.29 △ 5.37 9.58 △ 3.69 △ 17.57

10.80 10.82 10.51 11.38 11.90 △ 0.21 △ 5.77 2.16 4.43

2.31 2.38 1.75 2.20 2.35 2.78 △ 28.60 18.30 6.81

3.33 3.06 1.73 2.23 3.96 △ 8.57 △ 44.94 21.18 77.54

3.86 3.84 4.02 3.84 3.75 △ 0.75 1.54 △ 9.99 △ 2.50

3.35 3.37 3.16 3.05 3.20 0.02 △ 9.01 △ 8.85 4.77

14.21 14.12 14.47 14.95 14.65 △ 1.12 △ 0.51 △ 2.59 △ 2.07

4.05 4.07 4.21 3.14 2.97 0.09 0.34 △ 29.56 △ 5.46

5.91 5.52 5.89 6.25 6.22 △ 7.01 3.61 △ 0.03 △ 0.44

5.47 5.52 5.57 6.01 6.04 0.53 △ 2.07 1.74 0.34

12.54 12.85 13.31 11.75 11.43 2.00 0.46 △ 16.72 △ 2.83

6.09 6.24 5.89 5.66 5.50 1.90 △ 8.41 △ 9.38 △ 2.89

1.76 1.73 1.77 2.06 2.63 △ 1.82 △ 0.87 9.47 27.76

1.27 1.31 1.45 1.49 1.62 2.57 7.81 △ 3.26 8.69

    

    

4.23 4.22 4.58 4.07 4.09 △ 0.77 5.35 △ 16.16 0.47

21.10 21.16 21.94 21.94 20.23 △ 0.15 0.64 △ 5.72 △ 7.78

74.18 74.19 73.16 73.42 74.59 △ 0.45 △ 4.29 △ 5.36 1.59

     

- - - - - △ 1.56 △ 1.75 △ 1.42 △ 0.85

- - - - - 1.11 △ 1.21 △ 4.34 0.79



第８章　市民経済計算

８－２　市民所得(分配)　（平成30年～令和４年）

実　　　　　　額　　(百万円）

30 令和元年度 2 3 4

124,703 123,044 116,170 116,089 114,540

1) 86,683 85,933 84,039 82,859 83,582
2) 73,393 72,727 71,095 70,039 70,562

13,290 13,206 12,944 12,820 13,020

雇 主 の 現 実 社 会 負 担 3) 12,193 12,192 11,909 11,927 12,085

雇 主 の 帰 属 社 会 負 担 4) 1,097 1,014 1,035 893 935
5) 8,945 8,433 8,263 9,020 8,967

△ 158 △ 94 △ 126 △ 108 △ 61

受 取 160 180 152 154 146

支 払 318 274 278 262 207

8,887 8,331 8,195 8,908 8,779

受 取 9,049 8,488 8,326 8,998 8,859

支 払 162 157 131 90 80

216 196 194 220 249

受 取 244 231 220 245 282

支 払 28 35 26 25 33
6) 29,075 28,678 23,868 24,210 21,991

13,407 13,657 9,121 9,508 8,771

7) △ 504 △ 565 △ 832 △ 54 △ 835

8) 16,172 15,586 15,579 14,756 14,055

農 林 水 産 業 1,212 1,208 1,112 394 282

そ の 他 の 産 業 5,173 4,812 4,967 5,409 5,523

持 ち 家 9,787 9,566 9,500 8,953 8,250

9） 51,822 50,754 49,820 48,894 47,874

2,406 2,424 2,332 2,374 2,393

23,104 22,864 22,580 22,390 22,350

3,752 3,758 3,722 3,701 3,740

1)　賃金・俸給及び雇主の社会負担からなる。雇用者とは、あらゆる生産活動に常雇・日雇を問わず従事する就業者の

　　うち、個人事業主及び無給の家族従業者を除くすべての者をいい、法人企業の役員、特別職の公務員、議員なども

　　含まれる。　　

2)　賃金・給与、手当、賞与などの現金によるもの、自社製品などの現物支給などからなる。

3)　共済組合や組合管掌健康保険等の社会保障基金、厚生年金基金等の年金基金への雇主の負担額からなる。

4)　雇主自らが雇用者の福祉のために負担する分で、退職一時金、社会保障基金によらない業務災害補償などからなる。

5)　一般政府・家計・対家計民間非営利団体が所有する金銭、土地、無形資産の貸借により生じる所得の移転のことで、

　　利子、法人企業の分配所得(配当等)、保険契約者に帰属する財産所得及び賃貸料からなる。

　　企業の財産所得は企業所得に含めて計上され、財産所得には含めない。

6)　企業の営業余剰・混合所得に財産所得の受取を加え、支払を控除したもの。

7)　原則として政府により所有または支配されている企業で、法人格を持つ公的法人企業と生産する財貨・サービスの

　　ほとんどを市場で販売する大規模な非法人政府事業体からなる。前者の例では日本高速道路株式会社各社、後者は

　　上水道・簡易水道のような企業特別会計が該当する。

8)　個人が企業の主体となり、家族等の労働等を使って企業運営をしているものをいい、農家の所得や持家の帰属家賃

　　などもこれに含まれる。

9） 国勢調査のあった年度は国勢調査の数値、それ以外は10月1日現在の推計人口

10） 平成23年度まで遡及して基準改定しているため、昨年度版までの統計でみる十日町市と数字が合わない。

資料：新潟県統計課「令和４年度市町村民経済計算（平成23年度～令和４年度)」

項　　　　　　目

市 民 所 得

雇 用 者 報 酬

企業所得(法人企業の分配所得受払後）

民 間 法 人 企 業

賃 金 ・ 俸 給

雇 主 の 社 会 負 担

財 産 所 得 ( 非 企 業 部 門 ）

一 般 政 府

家 計

対 家 計 民 間 非 営 利 団 体

雇用者１人当たりの雇用者報酬(千円)

公 的 企 業

個 人 企 業

総 人 口 ( 人 )

人 口 １ 人 当 た り の 市 民 所 得 ( 千 円 )

雇 用 者 数 ( 民 概 念 )( 人 )



第８章　市民経済計算

　８－２　市民所得(分配)　（平成30年～令和４年度）　（つづき）

構　　　　成　　　　比　(％) 対　前　年　度　増　加　率　(％)

30 令和元年度 2 3 4 令和元年度 2 3 4

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 △ 1.33 △ 5.59 △ 0.07 △ 1.33

69.51 69.84 72.34 71.38 72.97 △ 0.87 △ 2.20 △ 1.40 0.87

58.85 59.11 61.20 60.33 61.60 △ 0.91 △ 2.24 △ 1.49 0.75

10.66 10.73 11.14 11.04 11.37 △ 0.63 △ 1.98 △ 0.96 1.56

9.78 9.91 10.25 10.27 10.55 △ 0.01 △ 2.32 0.15 1.32

0.88 0.82 0.89 0.77 0.82 △ 7.57 2.07 △ 13.72 4.70

7.17 6.85 7.11 7.77 7.83 △ 5.72 △ 2.02 9.16 △ 0.59

△ 0.13 △ 0.08 △ 0.11 △ 0.09 △ 0.05 40.51 △ 34.04 14.29 43.52

0.13 0.15 0.13 0.13 0.13 12.50 △ 15.56 1.32 △ 5.19

0.26 0.22 0.24 0.23 0.18 △ 13.84 1.46 △ 5.76 △ 20.99

7.13 6.77 7.05 7.67 7.66 △ 6.26 △ 1.63 8.70 △ 1.45

7.26 6.90 7.17 7.75 7.73 △ 6.20 △ 1.91 8.07 △ 1.54

0.13 0.13 0.11 0.08 0.07 △ 3.09 △ 16.56 △ 31.30 △ 11.11

0.17 0.16 0.17 0.19 0.22 △ 9.26 △ 1.02 13.40 13.18

0.20 0.19 0.19 0.21 0.25 △ 5.33 △ 4.76 11.36 15.10

0.02 0.03 0.02 0.02 0.03 25.00 △ 25.71 △ 3.85 32.00

23.32 23.31 20.55 20.85 19.20 △ 1.37 △ 16.77 1.43 △ 9.17

10.75 11.10 7.85 8.19 7.66 1.86 △ 33.21 4.24 △ 7.75

△ 0.40 △ 0.46 △ 0.72 △ 0.05 △ 0.73 △ 12.10 △ 47.26 93.51 ##########

12.97 12.67 13.41 12.71 12.27 △ 3.62 △ 0.04 △ 5.28 △ 4.75

0.97 0.98 0.96 0.34 0.25 △ 0.33 △ 7.95 △ 64.57 △ 28.43

4.15 3.91 4.28 4.66 4.82 △ 6.98 3.22 8.90 2.11

7.85 7.77 8.18 7.71 7.20 △ 2.26 △ 0.69 △ 5.76 △ 7.85

- - - - - △ 2.06 △ 1.84 △ 1.86 △ 2.09

- - - - - 0.75 △ 3.82 1.81 0.80

- - - - - △ 1.04 △ 1.24 △ 0.84 △ 0.18

- - - - - 0.18 △ 0.97 △ 0.56 1.05

1)　賃金・俸給及び雇主の社会負担からなる。雇用者とは、あらゆる生産活動に常雇・日雇を問わず従事する就業者の

　　うち、個人事業主及び無給の家族従業者を除くすべての者をいい、法人企業の役員、特別職の公務員、議員なども

4)　雇主自らが雇用者の福祉のために負担する分で、退職一時金、社会保障基金によらない業務災害補償などからなる。

5)　一般政府・家計・対家計民間非営利団体が所有する金銭、土地、無形資産の貸借により生じる所得の移転のことで、

7)　原則として政府により所有または支配されている企業で、法人格を持つ公的法人企業と生産する財貨・サービスの

　　ほとんどを市場で販売する大規模な非法人政府事業体からなる。前者の例では日本高速道路株式会社各社、後者は

8)　個人が企業の主体となり、家族等の労働等を使って企業運営をしているものをいい、農家の所得や持家の帰属家賃
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８－３　新潟県内市町村別人口１人当たり市町村民所得　（平成30年～令和４年）

人口１人当たり市町村民所得(千円) 対新潟県比(新潟県平均＝100)

30 令和元年度 2 3 4 30 令和元年度 2 3 4

新潟県平均 2,982 2,959 2,787 2,935 2,936 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

十 日 町 市 2,406 2,424 2,332 2,374 2,393 80.7 81.9 83.7 80.9 81.5

新 潟 市 3,046 3,041 2,897 3,045 3,060 102.1 102.8 103.9 103.7 104.2

長 岡 市 3,073 3,025 2,803 2,971 3,046 103.1 102.2 100.6 101.2 103.7

上 越 市 3,353 3,307 3,012 3,195 3,141 112.4 111.8 108.1 108.9 107.0

三 条 市 2,834 2,781 2,684 2,815 2,776 95.0 94.0 96.3 95.9 94.6

柏 崎 市 2,779 2,795 2,692 2,797 2,813 93.2 94.5 96.6 95.3 95.8

新 発 田 市 2,737 2,769 2,634 2,770 2,738 91.8 93.6 94.5 94.4 93.3

小 千 谷 市 3,005 2,924 2,683 2,923 2,887 100.8 98.8 96.3 99.6 98.3

加 茂 市 2,588 2,598 2,390 2,489 2,545 86.8 87.8 85.8 84.8 86.7

見 附 市 2,977 2,735 2,560 2,649 2,720 99.8 92.4 91.9 90.3 92.6

村 上 市 2,615 2,616 2,468 2,477 2,506 87.7 88.4 88.6 84.4 85.4

燕 市 3,160 3,110 2,873 3,120 3,198 106.0 105.1 103.1 106.3 108.9

糸 魚 川 市 2,969 3,061 2,851 2,815 2,600 99.6 103.4 102.3 95.9 88.6

妙 高 市 3,167 3,059 2,875 3,255 3,125 106.2 103.4 103.2 110.9 106.4

五 泉 市 2,628 2,657 2,636 2,792 2,739 88.1 89.8 94.6 95.1 93.3

阿 賀 野 市 2,885 2,873 2,715 2,889 2,866 96.7 97.1 97.4 98.4 97.6

佐 渡 市 2,391 2,364 2,270 2,343 2,369 80.2 79.9 81.4 79.8 80.7

魚 沼 市 2,646 2,579 2,469 2,544 2,534 88.7 87.2 88.6 86.7 86.3

南 魚 沼 市 2,703 2,668 2,566 2,670 2,692 90.6 90.2 92.1 91.0 91.7

胎 内 市 3,143 3,034 2,804 3,052 2,997 105.4 102.5 100.6 104.0 102.1

聖 籠 町 5,377 5,102 4,174 4,330 3,694 180.3 172.4 149.8 147.5 125.8

弥 彦 村 2,750 2,741 2,685 3,058 2,841 92.2 92.6 96.3 104.2 96.8

田 上 町 2,381 2,411 2,297 2,329 2,358 79.8 81.5 82.4 79.4 80.3

阿 賀 町 2,312 2,403 2,219 2,334 2,356 77.5 81.2 79.6 79.5 80.2

出 雲 崎 町 2,469 2,461 2,323 2,474 2,485 82.8 83.2 83.4 84.3 84.6

湯 沢 町 4,927 4,585 3,682 3,886 4,215 165.2 155.0 132.1 132.4 143.6

津 南 町 2,567 2,560 2,441 2,573 2,660 86.1 86.5 87.6 87.7 90.6

刈 羽 村 3,590 3,794 3,330 3,805 2,771 120.4 128.2 119.5 129.6 94.4

関 川 村 2,463 2,502 2,356 2,595 2,560 82.6 84.6 84.5 88.4 87.2

粟 島 浦 村 2,907 2,983 2,773 4,415 3,000 97.5 100.8 99.5 150.4 102.2

１） 平成23年度まで遡及して基準改定しているため、昨年度版までの統計でみる十日町市と数字が合わない。

資料：新潟県統計課「令和４年度市町村民経済計算（平成23年度～令和４年度)」

市　町　村


